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１ 令和５（２０２３）年度補正予算概要 
 
 一般会計 
 ［歳 入］                                  （単位：千円） 

科   目 補 正 額 説    明 

土 木 使 用 料 51 市営住宅共同浴場使用料増                    51 

 湯川団地共同浴場増                  51  
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２ 函館市営住宅条例の一部を改正する条例の骨子 

 

 

(1)  改正理由 

  市営住宅の特定共同浴場の使用料を改定するため 

 

 

(2) 改正内容（別紙「新旧対照表」参照） 

  北海道が定める公衆浴場入浴料金の統制額の改定に合わせ，湯川団

地共同浴場の使用料を以下のとおり改定する。 
 

区分 改定前 改定後 

大人 ４８０円 ４９０円 

中人 １４０円 １５０円 

小人 ７０円 ８０円 

使用回数券 

（大人１１回券） 
４，８００円 ４，９００円 

 

 

(3) 施行期日 

  令和５年１２月２３日から施行する。 
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函館市営住宅条例 新旧対照表 

 

現 行 改 正 案 

  

（使用料） （使用料） 

第58条の16 特定共同浴場を使用しようとす

る者は，あらかじめ，別表に定める使用料

を納めなければならない。 

第58条の16 （略） 

２ 市長は，公益上その他特に必要があると

認めるときは，前項の使用料を減免するこ

とができる。 

２ （略） 

  

別表（第58条の16関係） 

区 分 使用料 

大人（12歳以上の者をいう。） 480円 

中人（６歳以上12歳未満の者

をいう。） 

140円 

小人（６歳未満の者をいう。） 70円 

使用回数券（大人11回券） 4,800円 

  

別表（第58条の16関係） 

区 分 使用料 

大人（12歳以上の者をいう。） 490円 

中人（６歳以上12歳未満の者

をいう。） 

150円 

小人（６歳未満の者をいう。） 80円 

使用回数券（大人11回券） 4,900円 
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